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所管課  建築住宅課  

法 令 名 宅地建物取引業法 法令の番号 昭和２７年６月１０日 法律第１７６号 
不利益処分の種類 宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等 根 拠 条 項  第６８条 
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都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号の一に該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な

指示をすることができる。（第６８条第１項） 

〔各号の概要〕 

１ 業者に対する名義貸し 

２ 個人に対する名義貸し 

３ 宅地建物取引士としての事務に関し不正不当な行為をしたとき 

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号の一に該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わな

い場合においては、当該宅地建物取引士に対し、１年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止すること

ができる。（第６８条第２項）） 
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１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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